
分類 選択欄

断熱材を設置又は交換する工事 □

窓ガラス、窓サッシ又はドア（屋外から施錠できるものに限
る。）を交換する工事

□

開口部に内窓を取り付ける工事 □

□

□

□

□

） □

□

□

□

□

□

□

） □

その他、住宅におけるエネルギー消費量の削減に寄与す
る工事

（ ） □

構造耐力上主要な部分を新設又は補強する工事 □

構造耐力上主要な部分に係る接合部を補強する工事 □

筋かい又はフレームを新設する工事 □

屋根を軽量化する工事 □

その他、建物の倒壊防止に寄与する工事 （ ） □

□

□

□

□

□

□

□

） □

□

□

□

） □

□

□

□

□

□

） □

□

□

） □

□

□

□

□

□

□

□

） □

小屋裏又は床下の状態を確認するための点検口を取り付
ける工事

□

□

□

□

） □

□

） □

□

□

） □

コージェネレーション設備

－

太陽熱利用システム

太陽光発電設備

高断熱浴槽

節湯水栓

熱交換換気設備

その他の設備（

人感センサー付照明、足下灯等の高齢者等の転倒を予防するための設備を
日常生活空間内に設置する工事

劣化した部材又は設備機器を補修又は交換する工事
その他の工事（

[適既改性能向上第３号書式]

次表の工事内容のうち、いずれか１つ以上にチェックしてください。

住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関す
る基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（国土交
通省告示第266号）の２で定める基準において対象として
いる設備を設置又は交換する工事

工事又は対象となる設備の例

潜熱回収型石油給湯機

－

－

－

潜熱回収型ガス給湯機

電気ヒートポンプ給湯機

電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機

その他の設備（

日常生活空間内の浴室、便所又は特定寝室の面積を拡張する工事

高齢者等専用の便所及び洗面所を設置する工事

戸に戸車その他戸の開閉を容易にするための器具を設置する工事

－

－

－

その他の工事（

ＩＨコンロ、消火装置付きコンロ等の火災の発生を抑制するための設備を設置
する工事

スプリンクラー、火災報知器等の火災発生時における被害の拡大防止のた
めの設備を設置する工事

日常生活空間内の通路または出入り口の幅員拡張工事

床の段差を解消する工事

便所、浴室、脱衣室その他の居室若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手す
りを取り付ける工事

階段の設置（既存の階段の撤去を伴うものに限る。）又は改良によりその勾
配を緩和する工事

ホームエレベーター等の住宅内における垂直移動を容易にするための設備
を設置する工事

建物に付随する屋外スロープを設置する工事
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その他の設備（

バ
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性
その他の工事（

高齢者等の事故による被害の拡大防止のために行う工事

開戸を引戸又は折戸に取り替える工事

開戸のドアノブをレバーハンドルに取り替える工事

日常生活空間内の床の材料を衝撃吸収性のあるものに変更する工事

高齢者等の身体の洗浄を容易にするための水栓器具の設置工事

腰掛け台の設置工事

高齢者等の動作の補助を目的とした設備の設置又は交
換のために行う工事

性能の向上に資するリフォーム工事内容確認チェックシート
令和  　   年   　 月 　   日

間取りを変更するための工事

調理室、浴室、便所又は玄関を増設する工事世帯構成の変更に対応するための工事

その他の工事（

耐
久
性
・
可
変
性 給水管、給湯管又は排水管の主要接合部等を点検し又は排水管を清掃する

ための開口を床、壁又は天井に設ける工事

その他の工事（

給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易
性を高める工事

壁紙の交換工事

その他の工事（

構造躯体等の防腐又は防蟻のために行う工事

高齢者等の住宅における移動等の安全性を確保するた
めに行う工事

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における
算出方法等に係る事項等（国土交通省告示第265号）に
定める計算方法において、設計一次エネルギー消費量の
削減に寄与する設備を設置又は交換する工事
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－

給水管又は給湯管を維持管理上有効な位置に取り替える工事

排水管を維持管理上又は更新上有効なもの又は位置に取り替える工事

外壁の軸組等に防腐処理又は防蟻処理をする工事

浴室又は脱衣室の防水性を高める工事

土台の防腐又は防蟻のために行う工事

床下の防湿性を高める工事

雨どいを軒又は外壁に取り付ける工事

小屋裏換気孔を取り付ける工事

外壁に通気層を設けた構造とする工事

その他の工事（

住宅における介助行為を容易にするために行う工事


